
まずは、
役職ごとに何点
もらえるかを
簡単に見ていき
ましょう！

小平第二小学校PTA

日頃よりＰＴＡ活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
本校におけるＰＴＡ本部役員及び、各委員の選出にあたっては、令和3年度より、『経歴点数制』を導入しております。
経歴点数とは、担った役職に対して保護者に対して付与される点数のことです。子どもの数は関係ありません。

ただ、『免除申請』や『優遇措置』といった細則もあり、残念ながら、この制度が「分かりにくい」といった声もチラホラと届いて
います。そこで、このお知らせでは、経歴点数制について詳しく解説していきます。

各役職と点数

優遇措置一覧の見方

What is the career point system?

本部役員・・・・・・・・・・・・・・・５点
会計監査委員・・・・・・・・・・・１点

各委員※1

・正・副委員長・・・・・・・・・・３点
・委員・・・・・・・・・・・・・・・・・１点

経歴点数について

PTA役員について知りたい場合☞ 二小HP＞「保護者・地域」＞「PTA本部役員選出にあたって」（ https://www.kodaira.ed.jp/02kodaira/ ）

をご参照下さい。
役員選出の流れや互選会について、Q＆A等を掲載しています。

令和7年度から、
地区委員会の制度が変わったよ！
ブロック長と班長が廃止になって、

他の委員さんと同じ体制になったんだ。

役職を担った翌年度以降に受けられる『免除』または『配慮』があり、それらを優遇措置と呼んでいます。

優遇措置には種類があり、役職によって異なります。それを一覧にしたものが、『優遇措置一覧』※２ です。

○とか△とか、
そもそも表の見方が
よく分からん・・・

私は、R4年度に学級委員の
委員長【A：縦欄】をやりました。
【B：横欄】本部役員（★１）は◇
【B：横欄】各委員（★２）も◇

R6年度は辞退可能期間ね！
（R5～７の3年間辞退可能）

B

A ＜縦欄＞
過去に経験した役職

＜横欄＞
優遇措置を確認したい役職

★1 ★2

学級委員 ★１ ★2

免除申請とは？

ご家庭の事情などによりPTAの本部役員、各委員会の委員と
して活動するのに支障がある場合には免除の申請が可能です。
ご家庭の事情などはそれぞれですので、基本的には理由の如
何は問いませんが、単に多忙や共働きでは申請をそのまま受け
付けることはできず、状況を確認させていただくことがあります。

●乳児や障害を持つ人、介護・支援などの必要な家族がいて活動に支障がある。
●保護者自身が病気や障害、妊娠中などで活動に支障がある。
●保護者がひとり親などで活動に支障がある。
●にほんごのよみかきがむずかしい。

【免除申請理由の例】

※２ 役職ごとの点数と優遇措置について詳しく知りたい場合☞ 二小HPの『優遇措置一覧』
（https://www.kodaira.ed.jp/weblog/files/kodairadai2/doc/15070/284228.pdf）

※1 学級委員、広報委員、文化委員、選考委員、
地区委員 （令和7年度現在）

朝の見守りボランティアは、
Hiアプリで随時募集中！！

引き続き、
ご協力をお願いします★

いつも見守りありがとう！！



例えば、その後・・・
兄が5年生、妹が4年生の年に、兄の方でくじ引き
で互選会に出席することになった。
本部役員にはならなかったが、翌年の6年生の時
にクラス代表のくじ引き対象となり当選。母が学
級委員を担うことになった。1点が加点され、計4
点となったため、妹が6年生の時にはくじ引き対
象からは外れて卒業を迎えた。

例えば、その後・・・
1年間の業務を振り返ると、多くの改善点が見え
ていた。いずれはあと3点を得ようと考えていた
ので、2年生でも選考委員に立候補して委員長を
務めることにした。アナログな手集計を改善すべ
く、SEである夫が全面バックアップ。2年目で業
務の流れを理解していたおかげもあり、スムーズ
な運営と効率化を図ることに成功。計4点となり、
3年生で再就職をし、そのまま卒業を迎えた。

～我が家の場合～

新1年生の兄
生後7か月の弟
経歴点数0点

すでに卒業した姉
新1年生の妹
経歴点数3点

新2年生の兄
新1年生の妹
経歴点数3点

新2年生の
子ども1人

経歴点数1点

未就学児がいるので、
免除申請をします。

落ち着いたら、本部役員を
やろうと思っています。

例えば、その後・・・
兄が4年生、弟が3歳（幼稚園）の年に本部役員
（書記）に立候補。経歴点数5点と永久免除の優
遇措置が付与された。
兄が卒業し、弟が入学した際にもその点数と優遇
措置は引き継がれるため、弟の卒業まで免除対象
となった。

姉が2年生の時に、
広報委員長をやりました。免
除期間の3年は過ぎているので、
仕事の都合がつく年に学級委
員を1回、やろうと思います。

例えば、その後・・・
経歴点数3点を持っているので、低学年のうちは
クラス代表のくじ引き対象にはならなかった。
3年生の時、仕事が落ち着いたため、学級委員に
立候補。経歴点数1点が加点され、計4点になった。
免除期間は無いが、3点以下のくじ引き対象から
は外れたため、そのまま卒業を迎えた。

兄が1年生の時に、
父が文化委員長をやりました。
兄が4年生まで免除期間ですが、
5年生以降くじ引き対象になる

可能性があります。

どうせやるなら早い方が良い
と思い、入学してすぐの1年生
時に選考委員をやりました。
子どもが中学年以降に再就職

を考えています。

各委員選出時に立候補者がいない場合、
経歴点数0点の方々でくじ引きを行い、クラス
代表を選出します。0点の方だけで定員に満た
ない場合、対象者を広げて3点以下の方々から
選出する流れです。

PTAは、
『各家庭一度は本部役員を、お子さんの数だけクラス代表を』
というスローガンで、負担感や公平感に配慮して
経歴点数制度と配慮期間が定められています。
子どもたちのよりよい学校生活のため、
ぜひご協力をお願いいたします。
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